様式第９号（第７条関係添付様式）

誓約書

大阪府先導的バリアフリー実装化事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第７条の規定に基づく交付申請を行うに当たり、以下の誓約事項に同意します。

□　当該申請により補助金等の交付を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例（平成２２年大阪府条例第５８号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約します。また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していません。

□　法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者に該当しません。
□　公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第４９条に規定する排除措置命令又は同法第６２条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者に該当しません。 

□　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類する施設には該当しません。

□　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく申立・手続中（再生計画等認可後は除く。）、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況ではありません。 

□　府税その他租税の未申告又は滞納はありません（猶予を受けている場合を除く）。 
□　国庫補助金、府及び市町村の補助金、民間団体の助成金等の交付を受ける場合は、当該補助額を補助対象経費から差し引いた額を補助対象経費としています。
□　要綱及び大阪府補助金交付規則（昭和４５年大阪府規則第８５号。以下「規則」という。）を熟読し、申請書類等に記載した事項について、事実と相違ないことを誓約します。

□　その他、要綱、規則、申請の手引きに記載されていることに同意し、順守します。
□　一読の上、□に漏れなくチェックを入れました。
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